「第２次鴻巣市空家等対策計画」（案）の意見公募について

１ 概要
近年、地域における人口や世帯人数の減少、既存の住宅・建築物の老朽化等に伴い、居住その他の使用がなされていない「空き家」が増加しています。「空き家」の中には、適切な管理が行われず、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしているものもあります。今後、「空き家」の数が増加すれば、それらがもたらす問題が一層深刻化することが懸念されます。
このようなことから、「空き家」に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的に平成26年11月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が公布され、また、埼玉県では、平成26年12月に「埼玉県空き家対策連絡会議」を設立し、県、県内全市町村及び関係団体が一体となって空き家等の対策を総合的に推進していくこととしています。これに伴い、鴻巣市では、本市の実情に合った空き家対策を総合的かつ計画的に実施するために「鴻巣市空家等対策計画」を策定し、空き家等対策に取り組んでまいりました。計画期間が令和７年度で終了することとあわせ、これまで取り組んできた対策や空き家等を取り巻く現状等を踏まえ「鴻巣市空家等対策計画」を改定します。
このたび、「第２次鴻巣市空家等対策計画（案）」がまとまりましたので、市民の皆様にお知らせするとともに皆様からの意見を募集します。

２ 募集期間
令和７年１２月１９日（金）から令和８年１月１９日（月）まで
（郵送の場合は、最終日必着分まで）

３ 公表方法
市のホームページに掲載するほか、以下の場所で公表します。
（１）建築住宅課（市役所本庁舎２階）
（２）市役所本庁舎の市政情報コーナー、吹上支所、川里支所

４ 意見を提出できる方
・市内在住、在勤、在学の方
・市内で事業その他の活動を行う個人、法人、その他の団体

５ 意見の提出方法
個人の場合は住所、氏名及び連絡先、法人その他の団体にあっては事業所の所在地、名称、連絡先及び代表者の氏名を明記し、建築住宅課へ持参、郵便、ファクシミリ、電子メールでお出しください。
（１）郵便　〒365-8601鴻巣市中央1－1
鴻巣市都市建設部建築住宅課 住宅担当宛て
（２）ファクシミリ　０４８-５７７‐８４６４
（３）電子メールアドレス　kenchiku@city.kounosu.saitama.jp
※電子メールの件名は「第２次鴻巣市空家等対策計画意見」としてください。

６ 意見に対する回答
寄せられたご意見については計画策定の参考とさせていただきますが、個別の回答はいたしません。集約した結果をホームページで公表します。

７ 意見提出にあたっての注意点
（１）ご意見は日本語にて記述してください。
（２）匿名及び口頭（電話含む）の意見応募については、受け付けられません。
（３）ご意見の要旨をホームページ等で公開させていただく場合があります。
（４）個人情報については、この意見公募以外の目的には使用しません。

８ 関連資料
（１）「第２次鴻巣市空家等対策計画」（案）
（２）意見提出様式

問い合わせ　　　　　　　　　　　　
鴻巣市都市建設部建築住宅課住宅担当
電話０４８－５４１－９０１４　　　
